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第 51 回衆議院議員総選挙
第 27 回最高裁判所裁判官国民審査

～雪が多い時期です、十分注意して投票にお越しください～

　２月８日㊐は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官
国民審査の投票日です。
　明日を決める大切な一票です。棄権しないで投票しましょ
う。
　当日は、悪天候のおそれもありますので、期日前投票も
ご利用ください。

投票日  ２月８日㊐

時　間

 午前８時から午後６時まで
 　今回は、当日大雪となった場合、早朝の道路除雪等が遅れるこ
 とが心配されます。
 　投票の安全を確保するため、開始時刻を通常より１時間遅らせ
 て実施します。

投票所
入場券

 　投票所入場券は、町内全域に郵送が完了するまでに数日かかるこ

　とが予想され、期日前投票が始まった時点では投票所入場券が届い
　ていない可能性があります。
　　投票所入場券を持参されない場合でも、選挙人名簿に登録されて
　いれば投票できますので、投票所でお申し出ください。
　　なお、投票所入場券は今回よりハガキ形式となりましたので、世
　帯ごとの封筒ではなく個人ごとに郵送となります。

投票は入場券に記載の投票所で
各地区の投票所は下記のとおりです。

地　区 投　票　所

宮下、荒屋敷、桑原、中平、
小山、高清水、滝原、早戸

 　　　三島町町民センター

大　登  　　　大登生活改善センター

川　井  　　　川井集会所

桧　原  　　　桧原多目的集会所

滝　谷  　　　滝谷集会所

大　谷  　　　大谷活性化センター

浅　岐  　　　浅岐集会所

間　方  　　　間方集会所

西　方  　　　三島町ふるさとセンター

大石田  　　　大石田集会所

名　入  　　　名入集会所

 ※　桑原、小山、高清水、滝原、早戸地区の方には、別途当日の送迎バスの
　案内がございます。

期日前投票

期　間

 ①衆議院議員総選挙
 １月 28 日㊌～２月７日㊏
 ②最高裁判所裁判官国民審査
 ２月   １日㊐～２月７日㊏

時　間  午前８時 30 分から午後８時まで

場　所  三島町町民センター

留意点

 ・　投票日に仕事や外出などで投票できない方や、天災、悪天候等に
　より投票所に行くことが困難であることが見込まれる方、感染症へ
　の感染を懸念される方は、入場券を持参になり、期日前投票所へお
　越しください。
 　   なお、入場券の裏面には「期日前投票宣誓書」が印刷されています。
 　期日前投票をする際には、必要事項を記入の上お越しください。
 ・　衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票・不
　在者投票開始時期が異なるため、２月１日㊐以降でないと、両方の
　投票を一度に行えませんので注意してください。

不在者投票

　三島町に選挙権がある方で、長期間、出張等により町外に滞在する方は、
滞在先で不在者投票ができます。
　また、引っ越しをして３ヵ月以上経ってない場合は、旧住所地で投票する
ことになりますが、選挙期間中に旧住所地へ行けない方もこの「不在者投票」
を利用して、三島町で投票することができます。
　不在者投票をするには、投票用紙の請求が必要となりますので、詳しくは
選挙管理委員会にお問い合わせいただくか、町のホームページをご確認くだ
さい。
　なお、不在者投票を希望される方は、公示前での請求も可能ですので、可
能な限り早めの日程での請求をお願いします。

選挙公報

 　「選挙公報」は、候補者の経歴や政見などを記載したもので、選挙の際に発
 行されます。
 　紙媒体は各戸に配布するほか、役場 や 町民センターにも配置します。
 　また、電子データは福島県選挙管理委員会事務局のホームページに掲載さ
 れます。
　※　今回は解散から投票日まで大変短い期間のため、２月２日㊊以降に配布
　　となります

問合せ・不在者投票請求先

 三島町選挙管理委員会事務局（役場総務課）　☎ (48)5511
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日　　時  ２月 28 日㊏　　９：30 ～ 15：30
集合場所  三島町町民センター前　　８：30　※送迎バスを運行いたします。

場　　所
 フェアリーランドかねやまスキー場
 〒 968-0012　大沼郡金山町大字小栗山字上野 2339

指 導 員  三島町スキークラブ

参 加 費
 小学生　1,900 円　　大人　2,000 円　　幼児　無料
 ※リフト代、昼食代（カレーライス）込みの金額となります。
     また、幼児は別途昼食代がかかります。

レンタル

 小学生　1,500 円　　大人　1,800 円
 ※レンタルを希望する方は、参加費とは別に負担いただきます。
 ※申込時に身長、靴のサイズをお知らせください。
    なお、貸し出しする靴のサイズは、最大 28㎝までしかございま
    せん。

申込方法  三島町公民館へ電話または、直接お申込みください。

申込期限  2 月９日㊊

　スキー教室を以下のとおり開催します。初め
ての方も、経験者の方も大歓迎。レベルに合わ
せて三島町スキークラブの皆さんがわかりやす
く指導します。
　親子で参加することもできますので、お気軽
にご参加ください。

町民スキー教室の開催について

問三島町公民館　 ☎(48)5599

日 　 時  ２月３日㊋　16：00 ～

場 　 所  三島町 町民センター　２階　視聴覚室

内 　 容
 ・ ふるさと納税の運用に関する説明
 ・質疑応答

持 ち 物
 ・ 印鑑
 ・ 口座情報およびインボイス番号の記載が確認できるもの
 ※お持ちいただくと、会場で登録手続きが可能です。

申込期限  １月 30 日㊎

申込・問合先  問地域政策課 地域政策係　 ☎(48)5533

　三島町では、ふるさと納税制度を活用した町内産品の魅力向上と、町内事業
者の皆さまの販路拡大を目的として、返礼品のさらなる充実に取り組んでいま
す。あわせて、事業者の皆さまの負担とならない運用体制への見直しも進めて
おります。
　このたび、返礼品提供事業者として新たに参加を希望される事業者の募集を
行うとともに、既に登録されている事業者および新規登録を検討されている事
業者の双方を対象とした説明会を開催いたします。
　説明会では、ふるさと納税制度の概要や返礼品提供の仕組み、登録手続きの
流れ、返礼品登録にあたっての留意点等についてご説明するとともに、質疑応
答の時間を設けます。返礼品提供にご関心のある町内事業者の皆さまは、ぜひ
ご参加ください。
　参加を希望される場合は、1月30日㊎までに地域政策課までご連絡ください。

ふるさと納税返礼品提供事業者の
新規募集および説明会の開催について

日 　 時  1 月 29 日㊍　13 時 30 分～

場 　 所  三島町町民センター　大ホール

申 　 込  事前申し込みは不要です。

留意事項

 ・傍聴者は、会議に対する発言はできません。
 ・途中入室はできません。
 ・私語および携帯電話の使用はできません。
 ・写真、ビデオ等の撮影および録音はできません。
 ・会議で使用する資料はお渡しできません。

　三島町では、令和７年度三島町振興計画審
議会を開催し、令和 8 年度から令和 10 年度
までの「実施計画」について審議を行います。
　三島町振興計画審議会は、識見を有する者
および公募による町民で構成され、三島町基
本計画に掲げる政策目標の実現に向け、具体
的な事業内容を実施計画として定めるととも
に、事業の内容や目標指標等を明らかにし、
計画を効果的かつ効率的に推進していくため
の会議です。

三島町振興計画審議会
の開催（傍聴）について

問地域政策課 地域政策係　 ☎(48)5533

確定申告の納期限と振替日について
　令和７年分の確定申告につきましては、以下の期限を確認のうえ、お手続き
ください。

問町民課町民係　☎(48)5555

令和 7 年分の確定申告期限と納期限

○　申告所得税及び復興特別所得税・贈与税       ３月16日㊊
○　消費税及び地方消費税                                       ３月31日㊋

令和 7 年分確定申告分の振替日

○　申告所得税及び復興特別所得税　　　　     4月23日㊍
○　消費税及び地方消費税                                       4月30日㊍

　なお、納税には、便利で確実な振替納税をご利用ください。一度手続をして
いただければ、継続して利用できます。
　振替納税は、預貯金残高を確認しておくだけで金融機関の預貯金口座から自
動的に納税ができる大変便利な制度です。簡単な手続で利用できますので、税
務署（管理運営部門）にご相談ください。
　なお、既に申告所得税及び復興特別所得税又は消費税及び地方消費税につ
いて振替納税をご利用の方は、確実に振替納付ができるよう、事前に預貯金残
高をご確認ください。

　本審議会は公開により開催いたしますので、傍聴を希望される方は、以下の
日時・会場をご確認のうえ、直接会場へお越しください。

　令和７年８月１日より町内で使用されている、令和７年度のプレミアム付き
桐の里商品券について、１月31日㊏が使用期限となります。まだお手元に残っ
ている方は、忘れずにご使用いただきますようお願いいたします。

プレミアム付き桐の里商品券の使用期限について

問三島町商工会　 ☎(52)2430

　なお、悪天候等により、中止せざるを得ない場合がありますので、あらかじ
めご了承願います。


